
 

 

 

 

 

○ 委員の役割 
① 地域の意見を集約・調整をし、地域課題について協議し、市長等に対して解

決策の提案をします。 
② 市長等から地域にかかる行政施策などについて諮問を受け、地域会議で審議

し、答申をします。 
③ まちづくり活動への補助制度「わくわく事業」の審査をします。 
④ 地域会議だより等で地域の情報を発信します。 

○ 任期：２年間：平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで 
○ 報酬：委員報酬は支給されません。 
○ 定員：１地域会議２０名以内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 募集期間：平成２３年１１月１日（火）から１１月３０日（水）まで（必着） 
■ 資 格：保見地域に住所を有する１８歳以上(高校生を除く)の方で会議に出席でき

る方（基準日：平成２４年４月１日） 
■ 定 員：３名以内 
■ 申込方法：応募用紙に記入の上、猿投支所へ①持参、②郵送、③ファックス、④メー

ルのいずれかの方法で提出 
※応募用紙は猿投支所で配布。もしくは、豊田市ホームページ内「豊田

市の地域会議」からダウンロードできます。 
■ 選考方法：応募用紙の小論文と面接により選考委員会で審査 
   （面接：平成２３年１２月１３日（火）１９：００から 保見交流館） 

地域会議に関するお問い合わせは、地域会議事務局 豊田市役所 猿投支所まで 

〒470-0373 豊田市四郷町東畑７０番地１ Tel：45-1211 Fax：45-4824 

E-mail：sanage-shisho@city.toyota.aichi.jp

（任期：平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日までの２年間） 

「人と環境と技術が融合する  

環境モデル都市 ハイブリッド・シティとよた」 



 

 

 

 

市民組織 
 

 

 

 

 

 

 

 地域意見の集約・調整 
地域課題の解決策に係る検討

諮問事項の審議・答申 
わくわく事業の審査 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

行政機関 根拠法令 
・地方自治法 ・豊田市まちづくり基本条例 ・豊田市地域自治区条例 

地区区長会 

自治区 

老人クラブ 

民生委員 

コミュニティ会議

まちづくり団体

ＰＴＡ 

ＮＰＯ 

協力・連携 

情 報 交 換 

豊 田 市 

など 

 
猿投地域自治区 

 

 
地域会議の運営 
地域振興事業 
地域活動の推進 

 

 

 

 

保見地域会議 猿投支所（地域会議事務局）
 

 

 

猿投地域会議 井郷地域会議 

猿投台地域会議 石野地域会議 
 

 

 

相談・調整 

 

豊田市 各課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田市では、住みよいまちづくりのため共働によるまちづくりを推進 

し、都市内分権をすすめています。「地域会議」は行政の審議機関で 

あり、都市内分権の仕組みの一つです。 予算提案事業」は都市内分権を実現する一連の仕組みの１つです。 

し、都市内分権をすすめています。「わくわく事業補助金」や「地域 

 豊田市では、住みよいまちづくりのため共働によるまちづくりを推進 


